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商標拒絶査定不服審判の証拠に関するQ＆A 

 

商標拒絶査定不服審判の審理において、請求人は提出する証拠の形式や種類、実質

的な要件などについて多くの疑問を抱えている。そこで、当局は商標拒絶査定不服審

判の請求人が積極的かつ包括的に適切な形で有効な証拠資料を提出できるよう支援、

指導するため、「商標拒絶査定不服審判の証拠に関するQ＆A」を作成した。なお、請

求人が提出する証拠資料の真実性、正確性、完全性については、請求人が責任を負う

ものとする。 

Q1：請求人はどのような側面から、本願商標の登録出願が「使用を目的としない悪

意」の登録出願に該当しないことを証する証拠を提出すればよいのか。 

A：請求人は、その登録出願が「使用を目的としない悪意」の登録出願に該当しな

いことを立証するため、以下のいくつかの側面から証拠を提出することができる。以

下の例はあくまでも参考用であり、具体的な証拠の内容および形式については、請求

人が自らの実情に基づき、立証目的の達成を基準として選択すべきである。ただし、

通常、単一の証拠のみでは不十分であり、他の証拠と組み合わせて証明力を補強する

必要がある。 

1.請求主体の状況 

主な事業内容、業種属性、実際に行っている事業、業界での地位の概況など。 

請求人は、企業の年次検査、納税、社会保険料納付などの状況に関する証拠、また

はその経営能力、経営状況を示すその他の証拠を提出することができる。 

例： 

伽馬数据（ガンマデータ）が2024年7月に発表した「中国ゲームIP派生商品の成長の現状および

展望に関する研究報告」は、ゲーム商品の一般的な派生商品カテゴリーを示している。 
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例： 

 

2.商標の登録状況 

商標出願登録の全般的な状況、特に最近の状況。 

例： 

請求人の商品・役務マトリクスおよび出願商標の帰属。請求人の商品・役務の位置づけを通じ

て、本願商標に真の使用意思があることを立証する。 
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例： 

商標登録出願区分分布図と、請求人が10万人以上の従業員を擁し、中国100以上の都市で事業を

展開し、提携先が1万社を超えるという事実と組み合わせ、請求人およびその関連会社がその事業

分野において合理的かつ適正な範囲で商標を出願し、真に使用する意図を有することを立証す

る。 

 

3.商品・役務の選択 

請求人は、選択した商品・役務の区分が長期的な発展の必要性に基づき、事業の発

展とさらなる規模拡大に向けた必要かつ合理的な準備であることを証明する証拠を提

出する。この側面については、上記の「1．請求主体の状況」を参考にしつつ、主な

事業内容の知名度や業種属性などを組み合わせて立証してもよいが、証拠は指定商

品・役務の区分と主な事業内容との間に、産業チェーンの川上・川下の関係や潜在的

な事業拡大の方向性などの商業論理上の合理性があることを示さなければならない。 

例： 

商標出願に使用する商品・役務および知名度の証拠により、本願商標が長期的な発展の必要性

に基づき、事業の発展とさらなる規模拡大に向けた十分な準備であることを立証する。 
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4.使用または使用意図 

留意すべき点は、本件出願に係る商品・役務区分上の使用状況を示す必要がある

（使用意図の証拠についてはQ2を参照）。 

例： 

宣伝証拠 

 

例： 

使用証拠―主要ECプラットフォームにおける本願商標を使用した商品・役務の紹介（関連リン

ク付）  
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例： 

インターネット上に掲載された請求人および本願商標に関する報道（関連リンク付き）により、

請求人が本願商標を既に使用し（または真の使用意図を有し）、かつその使用範囲が拡大し続け、

複数の業界分野に及んでいること、および商標登録出願が使用目的と発展の必要性に基づくこと

を立証する。 

 

 

5.必要性および緊急性 
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請求人が提起した権利確定・権利侵害訴訟案件、およびそれらに対する支持などの

権利行使に関する状況により、権利保護の必要性と緊急性を立証する。 

例： 
 

 

 

 

6.先行事案の引用 

当該事案と類似する先行事案の審理状況により、先行事案の判断および判断理由を

簡潔に説明する。 

商標拒絶査定不服審判においては、請求人は比較的完全な実際の使用証拠、あるい

は使用意図を十分に立証する証拠を提出することに留意すべきである。または、一定
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の実際の使用証拠や使用意図に関する証拠を提出したうえで、請求人が実際に行って

いる事業の範囲内で本願商標が使用されていることを立証することに留意すべきであ

る。 

Q2: 本願商標に真の使用意図があることを立証するためには、どのような証拠を提

出すればよいのか。 

A：請求人は真の使用意図があることを証明するために、以下の側面に関する証拠

を提出することができる。これには以下の例が含まれるが、これらに限定されるもの

ではない。また、挙げた例はあくまでも参考用であり、具体的な証拠の内容及び形式

については、請求人が自らの実情に基づき、立証目的の達成を基準として選択すべき

である。ただし、通常、単一の証拠のみでは不十分であり、他の証拠と組み合わせて

証明力を補強する必要がある。 

1.事業計画書など 

商標を使用する予定の商品・役務に関する事業計画書、フィージビリティスタディ

など。これには、企業の公開財務諸表で開示されている開発パイプライン製品などの

公開書類が含まれるほか、内部決定が反映された電子メール、通信アプリ内のチャッ

ト履歴、会議議事録、製品名を決定する際の内部承認過程における書類などの証拠も

含まれる。 

例： 

あるゲーム会社が公開した年次報告書における開発製品に関する開示。（製品名が未定のため、

本ガイドラインではコードネームによる表記に留めているが、具体的な事案においては、請求人

が提出する証拠には、当該事案の本願商標、商品・役務区分などの情報が明記されていなければ

ならず、これらを満たさない場合は証明力を有さない） 

 

 

 

例： 
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2.製品開発関連の準備 

商標を使用する予定の商品・役務の開発、製造、サンプル生産、包装デザイン・印

刷、商標印刷、製品テスト、専利出願、ソフトウェア著作権登録などの準備作業に関

する証拠。 

例： 

 

例： 

あるシステム開発工程表と機能説明書 
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3.部品、支援役務など関連の準備 

商標を使用する予定の商品・役務に関連する部品調達、設備据付、不動産賃貸、店

舗デザインなどの証拠。 

4.コンプライアンス関連の準備 

商標を使用する予定の商品・役務が法令要件を満たすために取得した、しかるべき

資格証明書や行政許可書類など、またはそれらを取得するために行った準備作業の証

拠資料。上記の書類には、化粧品製造許可証、製品検査報告書、商品輸出入検査検疫

証明書、特殊業界許可証、不特定多数利用施設の使用・営業前消防安全検査合格証な

どが含まれる。 

5.販売・代理関連の準備  
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販売店や代理店などの第三者との間における、商標を使用する予定の商品・役務の

販売に関する証拠。例えば、販売・代理契約書または交渉および協議の過程でやり取

りした電子メール、チャット記録、会議議事録など。 

 例： 

 

商標を使用する予定の商品・役務に関する第三者企業との調達契約 

 

6.広告宣伝関連の準備 

商標を使用する予定の商品・役務の販売促進、広告などに関する証拠。例えば、

SNS（WeChat公式アカウント、Weibo、小紅書（RED）など）を通じた販売促進の資料、

販促物や宣伝素材のデザイン・印刷、景品・贈答品の選定・デザインなどの状況を示

す書面の契約書、電子メールなどの証拠。 

例： 

（越境EC）広告画面のスクリーンショット 
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Q3：真の使用意図について請求人が提出する証拠のうち、どのようなものが証明力

不足と判断され、不採用となりがちなのか。 

A：証拠に以下の不備が存在する場合、他の証拠と相互に裏付け合って証拠の連鎖

を形成することができず、本願商標の真の使用意図を立証するには不十分である。 

1.本願商標以外のもの、指定商品または関連商品以外のもの 

請求人の他の商標の使用証拠、本願の指定商品・役務と関連性のない商品・役務に

おける本願商標の使用証拠または使用意図の証拠。 

2.商標としての使用に該当しない 

本願の指定商品・役務と関連性のない、請求人のオフィス施設、備品、制服などの

写真、実物または写しによる証拠。 

例： 

本願商標の指定商品は第9類のダウンロード可能な携帯電話アプリケーションソフトウェアなど

であり、請求人が特注した帽子を証拠として提出したとしても、本願商標の指定商品に係る使用

意図を立証することはできない。 

 

3.関連性のない経営活動 

請求人が生産経営のために行った人員募集、会計、法務、備品調達、事業所の賃貸、

情報化などの活動に関する証拠資料のうち、本願商標および指定商品・役務との関連

性を合理的に立証できない証拠。 

例： 

請求人が経営活動のために締結した採用契約のうち、本願商標および指定商品・役務との関連

性を立証できない証拠は、使用意図の立証目的を果たすことはできない。 
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4.関連性のない公益活動 

本願商標および指定商品・役務が示されていない社会公益活動に関する証拠。 

例： 

本願商標の指定商品は第28類の玩具などであるが、請求人が提出した報道記事の画像証拠には

本願商標も指定商品も示されていないため、本願商標およびその指定商品の使用意図を立証する

ことはできない。 

 

 

5.その他の関連性のない証拠 

本願商標および指定商品・役務が示されていない調査・視察、座談会・意見交換会

に関する証拠。 
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Q4：本願商標が外国の国名に類似していることを理由に拒絶された場合、拒絶査定

不服審判においてどのような証拠を提出すればよいのか。 

A：一般の状況下では、請求人が当該国で商標登録出願が登録されたことを示す証

明書類を提出した場合、請求人の関連商品における登録が当該国政府の承諾を得たも

のとみなすことができる。外国の国家主権を尊重するため、当局は慎重な姿勢を堅持

し、請求人が審判において提出する証拠については、比較的厳格な認定基準を採用し

ている。本願商標は申請主体、標章などの点において、外国の商標登録証明書に記載

された内容と一致し、商品・役務が同一または類似していなければならない。これら

を満たさない場合は、例外事由に該当しない。 

外国政府が自国での登録を授権とみなさないことを明確に表明している場合、また

は授権について他に明確な要件がある場合は、請求人が外国での商標登録証明資料を

提出しただけでは、通常、当該国政府の授権を得たとは立証できず、有効な証拠とは

ならない。こうした特殊な状況下では、明確な授権についても、請求人が立証責任を

負う。具体的な証拠の内容および形式については、以下の例を参考とされたい。 

1.一般の状況 

本願商標の登録に当該国政府が承諾している旨の書類を提出した場合、または本願

商標の登録が当該国において既に認められている旨の書類を提出した場合、本願商標

は商標法第10条第1項第2号に規定する「当該国政府の承諾を得た」場合に該当すると

推定される。ただし、これに反証がある場合にはこの限りではない。 

本願商標が当該国で登録を認められたことを示す証明書類を証拠として提出する場

合、特に以下の点について、当該国の商標登録証明資料の記載内容と一致しているか

留意すべきである。 

（1）請求人と、当該国の商標登録証明資料に記載された商標権者とが同一の主体

である。 

（2）本願商標と当該国で登録された商標が指定商品・役務において同一または類

似する。 

（3）本願商標と登録商標の標章が構成要素、書体、表現形式、外観効果などの点

で完全に一致する同一の商標である。 

（4）当該国の商標登録証明資料は域外証拠に該当するため、その翻訳文を提出す

るとともに、所定の要件を満たす証明手続きを履行しなければならない。 
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例： 

商標 本願商標1 本願商標2 

標章 
 

 
 

審理の要点 本願商標1にはイタリアの国名

「ITALIA」が含まれており、出願人が

イタリアで登録を承認された

「brosway ITALIA」商標とは表現形式

が異なる。出願人が提出した証拠書類

は、当該国政府が本願商標1を商標と

して登録することに承諾したことを証

明するには不十分である。したがっ

て、本願商標1は商標法第10条第1項第

2号の規定に違反する。 

 

本願商標2にはイタリアの国名

「ITALIA」が含まれているものの、

識別力を有する他の標章と独立して

おり、国名は単に出願人の所属国を

真実に表示する役割を果たすにすぎ

ない。また、出願人は本願商標2

「brosway ITALIA」に相当するイタ

リアでの商標登録証を当局に提出し

ている。したがって、本願商標2は商

標法第10条第1項第2号の規定に違反

しない。 

主な証拠 出願人の商標「brosway ITALIA」のイタリア登録証明書。 

 

 

 

 

2.特殊な状況 

外国政府が自国における登録を授権とみなさない旨を明確に表明している場合また
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は授権について他に明確な要件がある場合は、請求人の当該国における商標登録証明

資料は当該国政府の承諾と当然にみなされるものではない。例：スイス。 

商標にスイスの紋章または国名が含まれる一連の拒絶査定不服審判において、請求

人がスイス連邦政府による登録を証明する書類を提出しただけでは、通常、商標法第

10条第1項第2号に規定する「当該国政府の承諾を得た」場合に該当すると推定される

ことはない。請求人はスイス連邦知的財産庁が発行した書面による承諾資料を提出し

なければならない。留意すべき点として、当該の書面による承諾資料は、請求人とス

イス連邦知的財産庁との間で合意が成立したことを前提に発行されるものである。し

たがって、承諾資料は上記の合意書と併せて使用することではじめて、登録を承諾し

たとみなす法的効力を生ずる。書面による承諾資料の証拠の種類には、スイス連邦知

的財産庁が発行する承諾書および関連する合意書が挙げられ、これらは本願商標が関

連商品・役務区分において中国で登録を受けることを明確に承諾するものである。 

例： 

 

本願商標： 

主な証拠：スイス連邦知的財産庁が本願商標の中国における領域指定による保護の登録申請を

承認した旨の公証・認証済の承諾書類とその翻訳文。 

審理の要点：請求人の本願商標は既にスイスで登録されており、かつスイス連邦知的財産庁が

承諾書を発行し、本願商標を審判対象の商品に登録することに同意している。したがって、本願

商標は商標法第10条第1項第2号に規定する「当該国政府の承諾を得た場合を除く」場合に該当し、

同条項の規定には違反しない。 

Q5：本願商標が商標法第10条第1項第7号に基づき拒絶された場合、拒絶査定不服審

判において、どのような証拠を提出する必要があるのか。 

A：本願商標が商標法第10条第1項第7号に規定する誤認を生じさせる標章に該当す

るか否かの認定にあたっては、一般公衆の認識を基準とし、本願商標の指定商品また

は役務と結びつけ、標章全体として公衆に誤認を生じさせやすいか否かを判断すべき

である。審理の実務に鑑みれば、当該規定を理由に拒絶された商標登録出願は、商品
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または役務の品質などの特徴に関する誤認の可能性もあれば、産地または出所に関す

る誤認の可能性もあるため、請求人は自身の商標の実情に基づき、立証目的を達成す

ることを基準として、不服審判で証拠を提出することが推奨される。請求人が提出す

る証拠には、以下の例が掲げる証拠が含まれるが、これらに限定されるものではない。 

1.企業名を含む標章において、企業名と請求人の名義との間に実質的な差異がある

場合の例外事由 

ここでいう企業名には正式名称、略称、中国語名称、英語名称および名称のピンイ

ンなどが含まれる。標章と請求人の名義との間に差異があっても、請求人が提出した

証拠資料により、本願商標が明確に請求人を指し示すものであり、かつ請求人と一義

的に対応する関係にあり、商品または役務の出所について公衆に誤認を生じさせない

ことを立証できる場合は、商標法第10条第1項第7号に規定する事由に該当しないと認

定される。 

請求人の証拠資料には、以下が含まれるが、これらに限定されない。 

（1）法律に基づき登記された請求人の主体資格証明書類。これには営業許可証、

事業単位法人証書、社会団体法人登記証書、外商投資企業変更届出受理書などが含ま

れる。 

例： 

 

本願商標： 

主な根拠：「外商投資企業変更届出受理書」 

 

 

審理の要点：当該証拠によれば、請求人の英語名称はULTRATEC JEWELRY SUPPLIES LTD.である。

本願商標中の「ULTRATEC JEWELRY SUPPLIES LTD.」は請求人の英語名称と同一であるため、本願

商標と請求人の名義との間に実質的な差異があるとは認められない。したがって、本願商標は商

標法第10条第1項第7号の規定に違反しない。 
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（2）請求人が実際の生産経営活動において使用している企業略称が請求人と一義

的な対応関係を形成していることを証明する証拠資料。これには、広告宣伝、製品販

売、メディア報道、受賞歴などの資料が含まれる。 

2.標章に指定商品の原料、機能、用途などの特徴を表示する記述が含まれるものの、

誤認を生じさせるおそれがない場合の例外事由 

本願商標に指定商品の原料、成分、機能、用途などの特徴を表示する記述的文字ま

たは図形が含まれる場合であっても、請求人が指定商品について明確な限定を行い、

かつ商標中の識別力がない部分の専用権を放棄する旨を書面で宣言しているときは、

商標指定商品の客観的な属性と本願商標の意味内容が一致することになる。このよう

な状況下では、通常、本願商標の登録および使用が公衆に誤認を生じさせる可能性は

低いと認定することができる。 

この種の拒絶査定不服審判においては、本願商標に含まれる記述的部分が限定後の

商品の原料、成分、機能、用途などの特徴を客観的に表示したものであることを立証

する十分かつ有効な証拠を提出し、これにより本願商標の登録および使用が社会の一

般公衆に誤認や誤購入を生じさせる結果をもたらさないことを説明する必要がある。

申請人が提出する証拠資料には、以下の証拠の種類が含まれるが、これらに限定され

るものではない。 

（1）製品原材料の調達契約書、加工契約書、および契約の実際の履行を証明する

インボイスなどの証拠。製品の仕様書、配合・成分表、権威ある第三者機関が発行す

る製品検査報告書などの証拠。 

（2）製品が市場に投入され、使用・宣伝を通じて、一定の市場知名度または評判

を取得していることを示す証拠。 

例： 

本願商標：  

指定商品: コンピュータ（5G対応）、ダウンロード可能な携帯電話用着信音（5G対応）、コン

ピュータ周辺機器（5G対応）、スマートカード（ICカード）（5G対応）、SIMカード（5G対応）な

ど 

審理の要点：請求人は、本願商標のすべての審判対象商品を5G対応のものに限定し、かつ「5G」

の文字について商標専用権を放棄することを表明している。したがって、本願商標を上記の審判

対象商品に指定して使用することは、商標法第10条第1項第7号に該当しない。 
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3.氏名権、肖像権の権利者から明確な承諾を取得する 

本願商標またはその構成要素が公人の氏名、肖像などと同一または類似する場合で

あっても、指定商品または役務において、当該公人から明確な承諾または許諾を得て

いることを証明する証拠を提出できる場合、公衆に商品または役務の出所の誤認を生

じさせる可能性は低いと認定することができる。請求人が提出する証拠資料は、権利

者の身分証明書および当該商標の登録出願に同意する旨を記した承諾書とすることが

できる。 

例： 

本願商標：  

請求人：某服装有限公司 

指定商品：第25類の衣類など 

主な証拠：駱葉飛氏本人の承諾書（同氏の身分証写しを添付） 

 

 

審理の要点：拒絶査定不服審判の段階において、駱葉飛氏が請求人にその氏名を用いた商標登

録出願を承諾する旨の書類を請求人が提出したことから、当局は審理において、当該商標が商標

法第10条第1項第7号の規定に違反するものではないと判断した。  

Q6：「中国」を含む企業の略称を商標登録出願して拒絶された場合、拒絶査定不服

審査において、どのような側面から証拠を提出すればよいのか。 

A：全体として中国の国名と同一または類似する標章については、商標法第10条第1

項第1号を適用して拒絶する。中国の国名を含むものの、全体として同一または類似
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ではなく、かつ商標としての登録が国家の尊厳を損なう可能性のある標章については、

第10条第1項第8号を適用して拒絶する。 

「商標審査審理指南」の規定によれば、中国の国名を含む場合であっても、以下の

条件を備える場合には、商標法第10条第1項第8号の規定に違反しないものと認定され

得る。請求人が国務院またはその授権機関の承認を得て設立されている。請求人の名

称が名称登録機関により法律に基づき登録されている。標章が請求人名称の略称と一

致し、かつ当該略称が国務院またはその授権機関の承認を得ている。当該標章が実際

に請求人により長期にわたり広く使用された結果、関連公衆の認識において、請求人

との間に一義的な対応関係が形成されている。 

上記の事由を立証する証拠資料には、以下の種類が含まれるが、これらに限定され

るものではない。 

（1）法律に基づき登録された請求人の主体資格証明資料。これには、営業許可証、

事業単位法人証書、社会団体法人登記証書などが含まれる。 

（2）請求人の主体資格が国務院またはその授権機関の承認を得て設立されたこと

を証する関連書類。 

（3）請求人の略称が国務院またはその授権機関の承認を得ていることを証する関

連書類。 

（4）本願商標が使用によって請求人との間に一義的な対応関係を形成しているこ

とを証する証拠。 

例1： 

 

本願商標：  

請求人：中国物流集団有限公司 

主な証拠：営業許可証副本の写し、国資発改革[XXXX]XX号文書「中国XXXX集団有限公司と中国

XX集団有限公司の物流部門専門化統合に関する事項の通知」、中国物流集団の企業名称変更認可

通知、国務院国有資産監督管理委員会発行の関連証明書類（2022-XXXXXX、2023-XXXXXX）、メデ

ィア報道、関連業界誌のスクリーンショット、請求人の企業イメージデザイン、本願商標の実際

の使用場面の写真など。 

審理の要点：請求人の中国語および英語の企業名称ならびに略称は、国務院国有資産監督管理
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委員会の確認を経ており、その主体資格は国務院の授権機関の認可を得て設立され、北京市市場

監督管理局において登録されたものである。本願商標は請求人の企業名称および略称と一致して

おり、その登録および使用が悪影響を及ぼすおそれはない。 

例2： 

本願商標：  

請求人：中国文化産業投資母基金管理有限公司 

主な証拠：中国共産党中央宣伝部文化体制改革発展弁公室の公式な説明書類、政府ウェブサイ

トのニュースおよび中央テレビ（CCTV）ニュースチャンネルなどのメディア報道、請求人の会社

設立に関する国務院の承認書類、請求人の業界ランキングおよび受賞・表彰実績など。 

審理の要点：国務院の承認書類などにより、「中国文投」「China Culture Investment」が請

求人の企業名称の中国語および英語の略称であることが立証されており、全体として国名の意味

合いと区別されるものである。したがって、国名の濫用には該当せず、社会的に悪影響を及ぼす

おそれはない。 

Q7：本願商標が烈士の氏名と同一であるとして拒絶された場合、拒絶査定不服審判

において、どのような側面から証拠を提出することが考えられるか。 

A：「商標審査審理指南」の規定に基づき、烈士の氏名と同一の標章または烈士の

氏名を含む標章で、かつ公衆に烈士の氏名を容易に連想させるものは、通常、悪影響

があるものと認定される。ただし、以下の三つの例外事由がある。 

1.標章自体に他の意味合いがある 

周知の事実については、請求人が立証する必要はない。ただし、以下を含むがこれ

らに限定されない立証資料を提出して証明を補強することができる。字典、辞書、参

考図書（訳注：辞書類）、定期刊行物、書籍、専門文献などの正式な公刊物。図書館

や檔案館（訳注：日本の公文書館に相当）の文献検索報告書。相互に裏付け可能なニ

ュース報道やインターネット上の検索資料などで更なる証拠を補強することができる。 

例1： 

本願商標：  

請求人は『辞海』の語釈を提出した。 
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審理の要点：本願商標は文字が革命烈士の氏名と同一であるものの、社会一般の認識によれば、

当該文字自体は他の意味合いを有しており、商標法第10条第1項第8号には該当しない。 

 例2： 

本願商標：  

主な証拠： 
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審理の要点：本願商標は文字が革命烈士の氏名と同一であるものの、社会一般の認識によれば、

当該文字自体は他の意味合いを有しており、商標法第10条第1項第8号に該当しない。 

2.標章自体が請求人の氏名、企業の商号、社会組織の略称である 

申請者が提出できる証明書類には以下が含まれるが、これらに限定されるものでは

ない。自然人の身分証明書、戸籍簿、パスポートなど；法人またはその他の組織の営

業許可証、事業単位法人登記証書、社会団体法人登記証書、民弁非企業単位登記証書

（訳注：日本のNPO法人の登録証に相当）、基金会法人登記証書、法律事務所業務許

可証など。 

例： 

本願商標：  

請求人：蕪湖張恒春薬業有限公司 
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主な証拠：安徽省図書館所蔵資料（1939年蕪湖新報広告）、蕪湖市檔案館所蔵資料（1947年～

1949年大江日報、工商報）。柘塘鎮志、蕪湖県志、南陵県志、当涂県志、安徽省志、「安徽文史

資料」、「蕪湖商業史話」などの地方志文献資料。蕪湖市檔案館所蔵および請求人の資料室に保

存されている関連書類の回答書や表彰状などの歴史的記録。蕪湖市工商業連合会史料グループ

1962年「張恒春国薬号調査」、安徽出版局1983年「安徽文史資料選輯」などの文献・論文。1964

年安徽省衛生庁「成薬製造販売許可」および添付書類。歴史写真。工場の外観・内観およびチェ

ーン薬局の画像、インターネット検索ページのスクリーンショットなど。 

審理の要点：本願商標は文字が烈士の氏名と同一であるものの、標章自体が請求人の企業商号

であるうえ、提出された証拠により請求人の「張恒春」という商号が長期にわたる宣伝使用を通

じて請求人の間に比較的安定した対応関係を既に形成していることが証明されていることから、

社会一般が烈士の氏名を容易に連想することはなく、烈士の栄誉や名誉および公衆の愛国心を損

なう可能性が低いため、商標法第10条第1項第8号に違反しないと認定できる。 

3.標章と特定の烈士との間に対応関係を形成できない 

請求人が提出できる証明書類には、以下が含まれるが、これらに限定されるもので

はない。字典、辞書、参考図書、定期刊行物、書籍、専門文献などの正式な公刊物。

図書館や檔案館の文献検索報告書。相互に裏付け可能なニュース報道やインターネッ

ト上の検索資料など。 

例1： 

 

本願商標： 

請求人：徳俊（山東）中医薬科技有限公司 

主な証拠：幹部経歴書、尚徳俊氏の法定相続人による商標登録出願同意公証書、戸籍簿（本人

分）および親族関係証明書、尚徳俊氏の生前肖像および死亡証明書。 

審理の要点：本願商標は文字が烈士の氏名と同一であるものの、本願商標の文字は肖像と組み

合わされており、中西医結合（訳注：中医学と西洋医学の統合医療）外科の専門家である尚徳俊

氏を明確に指し示していることから、消費者が烈士尚徳俊氏を連想することはなく、関連公衆が

烈士の氏名と結びつける可能性は低い。したがって、烈士の栄誉や名誉および公衆の愛国心を損

なう可能性が低いため、商標法第10条第1項第8号の規定には違反しないと認定できる。なお、そ

の他の関連する法律問題については、他の関連法律の規定に基づき審理するものとする。 
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例2： 

本願商標：  

請求人：謝某 

主な証拠：営業許可証、身分証明書、本願商標の実際の使用状況（店舗および看板、レシート、

デリバリーアプリ「美団」などプラットフォームのスクリーンショットなど） 

審理の要点：「老幺」は通常、年長者が最年少の子ども（末っ子）に用いる愛称を指し、「謝」

は請求人の姓である。請求人が提出した身分証明書、営業許可証および本願商標の実際の使用状

況によれば、「謝老幺」と特定の烈士との間に特定の対応関係は形成されていないことから、

「謝老幺火鍋」は烈士の名前を容易に連想させるものではなく、悪影響を及ぼすおそれがないた

め、本願商標は商標法第10条第1項第8号に違反しないと認定できる。 

Q8：本願商標が非規範的な漢字として拒絶された場合、拒絶査定不服審判において、

どのような側面から証拠を提出することが考えられるか。 

A：商標に含まれる文字が現代中国語の標準的な表記に合致しない場合であっても、

「中華人民共和国国家通用語言文字法」の規定に基づき保持や使用が認められている

繁体字もしくは異体字である場合、または商標中の漢字が筆文字の筆致であり、もし

くはその筆画に図形化・芸術化デザインが施されている場合において、商標としての

登録および使用が関連公衆の標準漢字の表記に対する誤った認識を容易に生じさせな

いときは、商標として出願登録が認められる。請求人が提出する証拠には、字典、辞

書、文献資料、書道関連書籍などの公刊物、図書館・檔案館の文献検索報告書などが

含まれるが、これらに限定されるものではない。 

Q9：本願商標中の文字が不良な影響を有するとして拒絶された場合、拒絶査定不服

審判において、当該文字に他の意味があることを証する証拠を提出すれば、商標法第

10条第1項第8号の規定に違反しないものと認定されるか。 

A：通常、文字は複数の意味合いを有するが、指定使用商品または役務に照らし、

通常の注意を払った関連公衆がその内の一つの意味合いまたは使用法に不良な影響が

あると容易に認識する場合は、請求人が当該文字に他の意味合いがあることを証する

証拠または実際の使用証拠を提出したとしても、商標法第10条第1項第8号に違反する

と認定される。 

例1： 
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本願商標：  

指定使用役務：宿泊施設の提供（ホテル、食事付き宿舎）、レストラン、モーテル、観光用ル

ームのレンタル、ホテルの予約、高齢者養護施設、昼間の託児所（子どもの世話）、ペットの預

かり、調理用器具のレンタル、バーにおける役務 

主な証拠： 

 

 

審理の要点：「鴨子」は通常、家禽の一種を指すが、特殊な文脈では、非主流文化において

「男性の性労働者」の意味合いを有する。請求人の名義で出願した他の商標の状況を鑑みて考慮

すると、たとえ使用証拠を提出したとしても、当該標章をバーなどの指定役務項目において商標

として登録出願することは、中国の公序良俗に反し、不良な影響がある。したがって、商標法第

10条第1項第8号に違反すると認定される。 

例2： 

 
本願商標： 

主な証拠 
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審理の要点：「MLGB」は、インターネット環境下の特定のユーザー層において不適切な意味合

いを持つと認識されている。請求人は本願商標が「My Life’s Getting Better」を指すと主張す

るが、提出された証拠では、その意味合いが社会一般に広く認知されているとは立証し難く、む

しろ公衆の日常生活経験における一般的な認識を通じて「MLGB」を上述の不適切な表現として認

識する可能性を高めている。したがって、当該標章は商標として不良な影響を有するものであり、

商標法第10条第1項第8号に違反すると認定されてしかるべきである。 

Q9：本願商標中の外国語文字が不良な影響を有するとして拒絶された場合、拒絶査

定不服審判において、その意味合いが一般的ではないことを証する証拠を提出すれば、

商標法第10条第1項第8号の規定に違反しないと認定されるか。 

A：外国語の意味合いが不良な影響を有する場合、商標として登録・使用すること

は認められない。拒絶査定不服審判において当該条項を適用する場合、通常、当該外

国語の意味合いが中国でどの程度認知されているかは考慮されない。 

例： 

 

本願商標： 

主な証拠：「CABALLO」の語釈ページ、その他の商標登録状況。 

審理の要点：「CABALLO」は、麻薬の一種である「ヘロイン」と訳することができ、商標として

不良な影響を及ぼすものであり、関連公衆が当該外国語の持つ意味合いを広く認知しているかを

問わず、不良な影響を及ぼす標章に該当する。したがって、商標法第10条第1項第8号に違反する
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と認定されてしかるべきである。 

Q10：出願商標が商標法第10条第2項により拒絶された場合、拒絶査定不服審判にお

いて、どのような側面から証拠を提出すればよいのか。 

A：「県級以上の行政区分の地名または公衆に知られる外国地名」は商標として認

められないが、「商標審査審理指南」の規定によれば、 請求人が提出した証拠によ

り、「地名が他の意味合いを有し、かつそれが当該文字の地名を指し示す意味合いよ

りも強い」場合、「商標が地名と他の構成要素から成り、全体として地名よりも強い

他の意味を形成する」場合、「商標に含まれる地名が識別力を備えた他の要素と相互

に独立しており、地名が単に請求人の所在地を真実に表示する役割を果たすにすぎな

い」場合は、商標法第10条第2項の禁止性規定に違反しないと認められる。なお、地

名を含む標章が他の法律上の問題に関わる場合は、他の関連法律の規定に基づき、審

理を行うものとする。 

1.請求人は、その登録出願する標章が「地名が他の意味合いを有する」事由に該当

すると主張する場合、周知の事実について立証する必要はないが、地名の文字が他の

意味合いを有することを証する参考図書の語釈、辞書、専門書および文献資料、相互

に裏付け可能なインターネット検索ツールやメディア報道などの証明資料を提出し、

関連文字が請求人の主張する他の意味合いを有し、かつ関連公衆に周知されているこ

とを立証することができる。 

例： 

本願商標：  

主な証拠：「英蔵漢詞典」、「英漢大辞典」など。 

審理の要点：「シャングリラ」は県級以上の行政区分名称であるものの、「英蔵漢詞典」の説

明によれば、「シャングリラ」とは「贍部洲のはるか彼方、デチェンという名の地」を指し、人

と人、人と自然が調和して共存する夢の楽園である。「シャングリラ」という語は、英国作家ジ

ェームズ・ヒルトン氏の小説「失われた地平線」に由来する。「英漢大辞典」では「SHANGRI-LA」

は世外桃源と訳され、音訳は香格里拉（シャングリラ）である。したがって、「シャングリラ」

という語は他の意味合いを有しており、商標法第10条第2項の禁止事由には該当しない。ただし、

個々の事案の具体的な状況に基づき、当該標章が商標として商標法第10条第1項第7号などの他の

法律規定に違反していないか否かについては、なお審議する必要がある。 

2.請求人は、その登録出願する標章が「商標が地名とその他の文字で構成され、全
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体として地名よりも強い他の意味合いを有する」事由に該当すると主張する場合、参

考図書の語釈、辞書、専門書および文献資料、相互に裏付け可能なインターネット検

索ツール、メディア報道などの証明資料を提出することにより、商標が全体として請

求人の主張する他の意味合いを有し、かつ関連公衆に認知されていることを立証する

ことができる。 

例1： 

 

本願商標： 

主な証拠： 
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審理の要点：本願商標中の文字「北京時間」は中華人民共和国全土で採用されている国家標準

時間であり、首都北京が位置するGMT+8の時区を示すもので、県級以上の行政区分の地名「北京」

とは異なる意味を有する。また、本願商標は請求人の英語名称略称「BRTV」およびその統合メデ

ィアプラットフォーム「北京時間」の文字で構成されており、請求人の宣伝・使用証拠により、

本願商標の標章が全体として請求人との間に安定した対応関係を形成していることが立証されて

いる。したがって、本願商標は商標法第10条第2項に違反しない。 

例2： 

本願商標：  

主な証拠：高黎貢トレイルランニング大会の紹介、メディア報道。 

審理の要点：「貢山」は県級の行政区分名称であるものの、高黎貢山は山地名であり、行政区

分とは異なる。本願商標は全体として中国騰冲市高黎貢山地域で開催される超長距離耐久トレイ

ルランニング大会の名称であり、地名以外の他の指向性を備えた意味合いを有する。また、請求

人が提出した証拠により、本願商標が全体として当該大会の投資・運営主体である請求人との間

に安定した対応関係を形成していることが立証できる。したがって、本願商標は商標法第10条第2

項に違反しない。 

3.請求人が、その登録出願する標章が「商標中の地名は他の識別力を備えた要素と

相互に独立しており、地名は単に請求人の所在地を真実に表示する役割を果たすにす
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ぎない」事由に該当すると主張する場合、請求人の所在地に関する証拠および証明資

料を提出することができる。 

例： 

本願商標：  

主な証拠：請求人の情報など。 

審理の要点：出願商標は「PARIS」（パリ）を含むものの、請求人の住所はフランス・パリであ

り、かつ本願商標には、地名と独立している他の識別力を備えた文字「HENRI SELMER」および図

形が含まれている。したがって、本願商標は「中華人民共和国商標法」第10条第2項に規定する禁

止事由に該当しない。 

Q11：本願商標が使用によって識別力を取得したことを立証するために、請求人は

どのような側面から証拠を提出すればよいのか。 

A：請求人は、本願商標が使用によって識別力を取得したことを証明するため、以

下の証拠を提出することができる。ただし、以下の証拠は総合的に考慮する必要があ

り、いずれか一組の単一の証拠を提出するだけでは、上記の事実を立証するのに不十

分である。 

1.実際の販売証拠 

（1）商品・役務の契約書、インボイス、銀行取引明細書、輸出入の証明書類、監

査報告書、財務諸表、納税証明書、ECプラットフォームのバックエンドデータ、消費

者評価データなど、実際の販売が一定額に達していることを十分に立証できる証拠。 

例： 

本願商標：  

指定商品：書籍など 

主な証拠：請求人は、「十万個のなぜ（十万個為什麼）」製品の監査報告書および実際の使用

状況などの証拠を提出した。 
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審理の要点：請求人の監査報告書、書籍販売数量、総印刷数などの証拠は、本願商標の指定使

用商品の実際の販売が相当の数量および金額に達していることを十分に立証している。 

（2）商品・役務の継続的な使用期間、販売地域の範囲、販売拠点の分布および販

売チャネル、方法、物流情報など、実際の販売が一定の範囲に達していることを十分

に立証できる証拠。 

例1： 

 

 

本願商標： 

指定商品：化粧品、美容フェイスマスクなど 

主な証拠：請求人は、上海、北京、成都、温州、杭州、武漢、西安、長沙、広州、ハルビンな

どの地域を網羅する売場情報リスト、取引に対応するインボイスおよび納品書などの証拠を提出

した。 
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審理の要点：売場の販売状況および裏付けとなるインボイス、契約書などにより、本願商標の

指定商品の販売範囲および継続期間が既に相当な水準に達していることが立証されている。 

 

例2： 

本願商標：  

指定役務：輸送、宅配サービス（書簡または商品）など 

主な証拠：請求人はユーザー数、注文データ、事業展開している都市の範囲、アプリストアに

おけるアプリのダウンロード数統計などの証拠を提出した。 
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審理の要点：上記の証拠により、本願商標の指定役務の消費者が相当数に達し、展開する都市

の範囲も相当な程度に達していることが立証されている。 

2.販売促進・宣伝証拠 

商品・役務が関連公衆に認知されていることを立証するのに十分なラジオ、映画、

テレビ、新聞、雑誌、図書検索報告、メディア報道、展示会への参加、協賛番組、有

名人の起用、SNSのデータなど。 

例： 

本願商標：  

指定役務：輸送、宅配サービス（書簡または商品）など 

主な証拠：請求人は、有名人の宣伝動画、メディア報道、WeChatの記事、Weibo（微博）の評価

などの証拠を提出した。 

 

 

審理の要点：有名人の宣伝動画、メディア報道、WeChat記事などの証拠により、本願商標が輸

送役務において広範な宣伝を通じて関連公衆に認知されていることが立証されている。 

3.その他の証拠 

指定商品・役務における請求人の受賞歴、インターネット検索の結果、ブランド調
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査報告書、業界ランキング、消費者アンケート、権利行使の実績、商標権保護を受け

た実績などの証拠。 

例： 

本願商標：  

指定商品：ダウンロード可能なコンピュータアプリケーションソフトウェアなど 

主な証拠：請求人は「餓了麼」の受賞歴、第三者による使用調査報告書、関連判決書などの証

拠を提出した。 

 

 

審理の要点：上記の証拠により、本願商標がダウンロード可能なコンピュータアプリケーショ

ンソフトウェア商品において、一定の影響力と知名度を有することが立証でき、また提供された

販売促進契約および取引に対応するインボイス、報道記事などの使用・宣伝証拠を組み合わせる

ことで、申請商標が使用によって識別力を備えていることが立証できる。 

Q12：請求人が提出する証拠のうち、無効証拠と判定されやすく、申請商標が使用

によって識別力を取得していることを証明できない証拠とは、どのようなものか。 

A：請求人が提出する証拠は、証拠の合法性、真実性、関連性を満たす必要がある。

以下のような証拠は、本願商標が使用によって識別力を取得していることを立証でき

ない。 
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1．本願商標の使用証拠ではない 

請求人が提出した証拠が商標として使用した証拠ではなく、または請求人が提出し

た証拠が本願商標とは異なる、もしくは類似する他の商標の使用証拠である。 

例： 

本願商標：  

指定商品：肉団子など 

主な証拠：請求人は企業の受賞歴などの証拠を提出した。 

 

審理の要点：申請人の企業の受賞歴は、本願商標の使用行為ではなく、請求人の経済力や業界

での地位を示すにすぎず、本願商標が実際に使用されているかどうかとの間に必然的な関連性が

ない。上記の証拠は本願商標の標章および指定商品を示しておらず、本願商標が使用によって商

品の出所を区別する役割を果たしたことを立証するには不十分であり、「使用によって識別力を

取得した」と認定することはできない。 

2.他の商標と組み合わせて使用されており、本願商標が単独の使用によって識別力

を取得したことを証明することが難しい証拠 

例1： 

本願商標：  

指定商品：粉ミルクなど 
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主な証拠：請求人は宣伝動画、宣伝ポスターなどの証拠を提出した。 

 

 

 

 

審理の要点：上記の証拠はいずれも請求人の商標「蒙牛」と組み合わせて使用されており、一

般消費者は「蒙牛」を商標として認識しやすく、「毎日一斤の牛乳、栄養があなたを強くする」

を広告宣伝文句として認識する傾向がある。したがって、本願商標は単独で商品の出所を区別す

る役割を果たしておらず、「使用によって識別力を取得した」と認定することはできない。 

例2： 

 

本願商標：  

指定商品：衣類など 

主な証拠：請求人は宣伝ポスター、報道記事、受賞歴などの証拠を提出した。 
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審理の要点：上記の証拠は商標「鄂爾多斯/ERDOS」の受賞歴や宣伝報道などの証拠であり、本

願商標「温暖全世界 WARM THE WORLD」との関連性が乏しく、本願商標が指定商品における使用に

よって役務の出所を区別する役割を果たしたことを立証できず、依然として広告宣伝文句として

認識されやすく、「使用によって識別力を取得した」と認定することはできない。  

例3： 

 

本願商標：  

指定商品：厨房用電気器具、照明器具、室内装飾、包装デザイン、広告などの複数の区分にわ

たる商品・役務 

主な証拠：請求人は、請求人の製品のランキング、メディア報道、会社の年次報告書などの証

拠を提出した。 
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審理の要点：請求人の企業年次報告書、宣伝報道などの上述の証拠は、本願商標「創意感動生

活」との関連性が乏しく、本願商標が指定商品における使用によって役務の出所を区別する役割

を果たしたことを立証できず、依然として広告宣伝文句と認識されやすいことから、「使用によ

って識別力を取得した」と認定することはできない。 

3.他の証拠と相互に裏付けることができず、完全な証拠の連鎖を形成できない証拠  

例： 

本願商標：  

指定商品：美容フェイスマスクなど 
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主な証拠：請求人は製品の写真、販売画面のスクリーンショットなどの証拠を提出した。 

審理の要点：製品の写真は請求人自身が作成した証拠であり、証明力が弱く、完全な証拠の連

鎖を形成しておらず、取引に対応するインボイス、販売注文書または記録などの裏付けとなる証

拠がなく、販売画面のスクリーンショットだけでは、本願商標および商品が実際に流通段階に入

っていることを立証できない。したがって、本願商標が使用によって商品の出所を区別する役割

を果たしたことを立証するには不十分であり、「使用によって識別力を取得した」と認定するこ

とはできない。 

Q13：出願人が地理的表示商標を登録出願する主体資格を備えていることを証明す

るには、どのような証拠を提出すればよいのか。 

A：地理的表示団体商標、証明商標の出願人は、営利を目的としない団体、協会ま

たはその他の組織であり、かつその事業範囲が監督下で使用される地理的表示商品に

関連している必要がある。出願人は、社会団体法人登記証書、事業単位法人証書、本

国（原属国）での法律的保護の証明書類などの証拠を提出して、その主体資格を証明

することができる。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示団体商標 

指定商品：ワイン 
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主な証拠：2006年11月9日付フランス農業漁業省令第2006-1371号の公証認証書およびその翻訳

文 

審理の要点：上記の証拠は、出願人がフランス農業漁業省により法令に基づき認定された業界

団体であり、フランス国内外においてボルドー原産地呼称統制（AOC）ワインの評判を高めるため

にあらゆる必要な手段を用いることができ、かつボルドー原産地呼称統制（AOC）ワインの市場流

通後の品質を監視する権限を有することを立証している。したがって、本願商標は地理的表示団

体商標の出願人の主体資格要件を満たしている。 

Q14：出願人が地理的表示商標を登録出願し、かつそれを管理監督する権利を有し

ていることを証明するには、どのような証拠を提出すればよいのか。 

A：国内の出願人は、当該地理的表示が指し示す地域を管轄する県級以上の人民政

府または主管部門の承認書類を提出する必要がある。承認書類には、認可機関が出願

人による当該地理的表示の集団商標・証明商標の登録出願および監督管理を承認する

旨が明記されていなければならない。 

国外の出願人が、当該地理的表示が出願人の名義で本国（原属国）において法律的

保護を受けていることの証明書類を提出した場合は、通常、本国が国外出願人の名義

で当該地理的表示を保護することに承諾しているものとみなされる。 

例： 

 
 

商標の種類：地理的表示の証明商標 

指定商品：人工栽培マホガニー  

主な証拠：フィジー政府マホガニー産業（許可およびブランド化）2011年法令およびその中国

語翻訳文（全文）、「FIJI PURE MAHOGANY」証明商標使用管理規則、フィジーマホガニーブラン

ド使用議定書および基準、フィジー共和国2010年マホガニー産業発展法令およびその2014年一部

改正内容の公証書およびその中国語翻訳文など 

審理の要点：上記の証拠は、地理的表示「FIJI PURE MAHOGANY」が出願人の名義でフィジー共

和国において法律的保護を受けている事実を立証している。即ち出願人の本国（原属国）が出願

人の名義による当該地理的表示の保護に承諾していることを立証している。 

Q15：出願人が地理的表示商標の指定使用商品における特定品質を監督・検査する

能力を備えていることを証明するには、どのような証拠を提出すればよいのか。 

A：出願人は、自身が地理的表示商標の指定使用商品における特定品質を監督・検

査する能力を備えていることを立証することができる。その証拠には、出願人の検査

資格証明書、検査員名簿および検査設備リストが含まれていなければならない。 
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出願人はまた、委託検査を通じて、自身が地理的表示商標の指定使用商品における

特定品質を監督・検査する能力を備えていることを立証することもできる。その証拠

には、委託検査契約書、受託者の検査資格証明書、検査員名簿および検査設備リスト

が含まれていなければならない。委託検査契約書は合法かつ有効である必要があり、

その契約書には、委託検査の内容が地理的表示商標の指定使用商品における特定の品

質であり、一般的な品質ではないことが明記されていなければならない。 

検査資格証明書、委託検査契約書、検査員名簿および検査設備リストには、いずれ

も発行側の公印が押されていなければならない。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示の証明商標 

指定商品：焼き甘栗 

主な証拠：「委託検査契約書」「検査機関資格認定証」 

審理の要点：上記の証拠により、出願人と検査機関との間に合法的かつ有効な委託関係が存在

し、かつ受託機関が食品検査の資格を有していることを証明できる。 

Q16：出願人が地理的表示商標の指定使用商品における特定の生産地域範囲を立証

するためには、どのような証拠を提出すればよいのか。 

A：地理的表示商標の使用指定商品は、特定の生産地域範囲に由来するものでなけ

ればならない。出願人が特定の生産地域範囲を証明するために提出する証拠資料には、

県誌、農業誌、製品誌、年鑑、教科書などの文献資料、または現地の人民政府もしく

は主管部門が発行する証明書類が含まれる。上記の証拠資料は、特定の生産地域範囲

の画定について、明瞭かつ明確、具体的でなければならず、また証拠資料同士、およ

び証拠資料と出願人の商標使用管理規則との間で相互に裏付け合うことができなけれ

ばならない。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示の証明商標 

指定商品：生ニンニク 

特定の生産地域範囲：孟連県景信郷朗勒村  

主な証拠：孟政函（2019）3号、「孟連年鑑2016」 
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審理の要点：孟連県政府の承認書類では、「孟連小香ニンニク」の生産地域範囲を孟連県管轄

下の朗勒村のみに限定しているが、出願人は商標使用管理規則において同村を「主な産地」と定

義しており、特定の生産地域範囲に関する両者の定義に不一致がある。さらに「主な産地」とい

う表現は明瞭かつ明確、具体的とは言えない。また、「孟連年鑑2016」には「孟連小香ニンニク」

の特定の生産地域範囲が孟連県朗勒村であるとの明確な記述がなく、孟連県人民政府の承認書類

と相互に裏付け合うことができない。 

Q17：出願人が地理的表示商標の指定使用商品における特定の品質を証明するため

には、どのような証拠を提出すればよいのか。 

A：出願人は、地理的表示商標の指定使用商品が特定の生産地域範囲外の同類商品

とは区別される特定の品質を有していることを立証しなければならない。特定の品質

には、商品の官能特性、理化学的特性または特殊な製造方法などが含まれる。出願人

が商標使用管理規則において、地理的表示商標の指定使用商品の特定の品質を説明す

るときは、定性的な記述に加え、若干の定量的な指標も記載しなければならない。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示の証明商標 

指定商品：ごま油 

主な証拠：「含山ごま油」紹介冊子、「『含山ごま油』地理的表示の証明商標使用管理規則」 

審理の要点：出願人は、「含山ごま油」の特定の品質について、「特徴は赤褐色で、口当たり

が滑らか。香りが濃厚で、かすかに焦げたような香りがする。長期間保存しても風味が損なわれ

ず、清澄透明で沈殿物がない。主成分は不飽和脂肪酸で85～90％を占め、オレイン酸とリノール

酸の割合は1：1。理化学的指標は以下のとおり。カロリー≧898.00kcal（3753kJ）/100g、炭水化

物≧0.13g、タンパク質≧0.10g、脂質≧99.00g」と説明している。 

出願人は「含山ごま油」が有する特定の官能特性および理化学的特性を説明しており、これに

より「含山ごま油」が特定の生産地域範囲外の他の同類商品と区別される特定の品質を有するこ

とを立証できる。 

出願人が地理的表示商標の指定使用商品の官能特性を単に記述するだけで、若干の

理化学的指標に関する説明を欠く場合は、当該商品が特定の生産地域範囲外の他の同

類商品と区別される特定の品質を有することを立証することはできない。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示の証明商標 
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指定商品：マイタケ（乾燥） 

主な証拠：「『慶元マイタケ』地理的表示の証明商標使用管理規則」 

審理の要点：出願人は「慶元マイタケ」の特定の品質について、「カサが多く密であり、茎が

短く、見た目が良い。商品力が高く、食感が良い……」と説明しているが、「慶元マイタケ」が

特定の生産地域範囲外の他の同類商品と区別される特定の品質を有することを立証することはで

きない。 

Q18：地理的表示商標の指定使用商品における特定の品質、評判またはその他の特

徴が主に特定の生産地域範囲における自然的要因または人的要因に由来することを立

証するには、どのような証拠を提出すればよいのか。 

A：出願人は、地理的表示商標の指定使用商品における特定の品質、評判およびそ

の他の特徴と、特定の生産地域範囲の土壌、気候、地形、水質などの自然的要因、ま

たは特有の技法、伝統技術、原料の配合、方法などの人的要因との間に不可分の関連

性があることを説明しなければならない。 

出願人は、単に自然的要因や人的要因を羅列するだけではなく、上記要因と商品の

特定の品質との間の因果関係に主眼を置いて説明しなければならない。出願人は、具

体的な時期、具体的な環境要素または生産技術が商品の特定の品質に具体的にどのよ

うな影響を与えるのかを明確かつ完全に説明しなければならない。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示の証明商標 

指定商品：黒ニンニク（加工されたニンニク） 

主な証拠：「金郷黒ニンニク」地理的表示の証明商標使用管理規則 

審理の要点：金郷県は例年10月上旬の日平均気温が17.6℃であり、冬に入る前にニンニクの苗

が「5葉1心（訳注：5枚の葉と1本の芯）」という丈夫な苗に育つのに適しており、安全に越冬で

きる。翌年3月下旬から4月上旬はニンニクの生育期にあたり、ニンニクの生育において最も重要

な時期であり、高めの地温が必要となる。金郷県はこの時期の例年平均気温は12.3℃と非常に適

しており……。金郷黒ニンニクとは、身が締まった完全な形の、カビのない金郷産ニンニクを外

皮付きで現地の弱アルカリ性の水に浸し、乾燥させた後、60℃～90℃の高温多湿な密閉容器の中

で40日間特殊発酵させて作られる。 

出願人は、「金郷黒ニンニク」が表示する地域範囲の自然的要因と人的要因が商品の特定の品

質に影響を与える過程を丁寧に説明しており、因果関係の説明が明確かつ完全である。 

Q19：地理的表示が客観的に存在すること、およびその評判を立証するには、どの
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ような証拠を提出すればよいのか。 

A：出願人は、地理的表示が長期にわたり客観的に存在していること、およびその

評判の状況を証する証拠資料を提出しなければならない。出願人が提出する証拠資料

には、地理的表示の名称、特定の品質および評判についての明確な記載が必要であり、

かつ公開出版された書籍、国レベルの専門誌、古書などの資料でなければならない。

通常、原本を提出すべきであるが、発行機関の公印が押された表紙、著作権表示ペー

ジ、内容ページの写しを提出することも可能である。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示の証明商標 

指定商品：生鮮スイカ 

主な証拠：「保定市清苑年鑑2019」、「保定市清苑年鑑2020」 

審理の要点：申請人は2021年12月7日に登録出願したが、提出された上記公刊物の証拠は、「清

苑スイカ」の地理的表示が長期にわたり客観的に存在していること、およびその評判の状況を立

証するには不十分である。 

Q20：中国を指定した地理的表示商標の領域指定延伸の出願人は、拒絶査定不服審

判において、どのように証拠資料を提出すべきか。  

中国を指定した領域指定延伸の出願人が地理的表示の団体商標・証明商標の保護を

求める場合、当該商標がマドリッド協定議定書に基づく国際事務局（以下、WIPO国際

事務局）の国際登録簿に登録された日から3か月以内に、商標代理機構を通じて国家

知識産権局商標局国際処に主体資格証明書類と使用管理規則を提出しなければならな

い。提出できない場合は、拒絶査定不服審査手続きにおいて提出するものとする。地

理的表示が国外出願人の名義で本国（原属国）の法律的保護を受けていることの証明

は、地理的表示の構成要素を立証するための予備的証拠とすることができる。 

例： 

 

商標の種類：地理的表示の団体商標 

指定商品：ビール 

主な証拠：ミュンヘン醸造所連合会員名簿（名称および住所を含む）、本願商標使用管理規則

「商品原産地表示Munich Beerに関する標章条例」およびその翻訳文、地理的表示の監督・管理規

定「RAL-0172号Munich Beer地理的表示及び原産地名称管理規則」およびその翻訳文、本国におけ

る法律的保護の証明資料「欧州経済共同体農産物・食品に係る地理的表示及び原産地保護規則
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（EEC）第2081/92号」と「欧州共同体（EC）第1549/98号規定」およびその翻訳など 

審理の要点：本願商標は、中国を指定した領域指定延伸による保護の出願であり、国際公告に

は商標の種類が「団体商標、証明商標または保証商標」と記載されている。初審手続きにおいて、

出願人は商標局国際処に証拠を提出しなかった。不服審判手続きにおいて、出願人は商標の種類

が地理的表示団体商標であることを明確にし、上記の証拠を追加提出した。これにより、当該商

標が中国商標法における地理的表示団体商標の出願登録に関する規定に適合することを立証した。 

2023年11月7日、「外国公文書の認証を不要とする条約（ハーグ条約）」が中国に

おいて発効したことにより、中国の条約加盟に異議を唱えない締約国の出願人が中国

に提出する公文書については、条約の規定に基づき、認証手続きが免除される。 

非締約国または中国の条約加盟に異議を唱える締約国の出願人は、地理的表示の集

団商標・証明商標を出願する際、国外で作成された関連書類について、認証手続きを

経たうえで提出しなければならない。これらの資料には、出願人の主体資格証明書類、

当該地理的表示が出願人の名義で本国において法律的保護を受けていることの証明書

類、出願者が当該地理的表示を監督・管理する権利を取得していることの証明資料、

出願人の検査能力証明資料などが含まれる。 

Q21：拒絶査定不服審判において、商標代理機構はどのように認定されているのか。 

A：商標代理機構には、商標局に届出を済ませて商標代理業務に既に従事し、また

は従事する予定の会社や法律事務所などの機構が含まれる。また、商標局に商標代理

機構としての届出はしていないものの、事業範囲に「商標代理」「知的財産権代理」

「商標代理サービス」「商標登録手続き代行」「商標登録証書代行サービス」「専

利・商標の申告」「知的財産権の申告」「知的財産権の出願」など、他人の委託を受

け、委託人の名義で商標登録事項を取り扱うなどの商標代理業務の意味合いを指し示

す経営項目を明確に記載している市場主体も含まれる。商標代理業務の意味合いを明

確に指し示さないその他の知的財産権サービス類の経営項目については、個別の事案

において、提出されている具体的な証拠に基づき判断する。 

Q22：出願人は商標登録出願時に事業範囲に「商標代理」を含んでいたが、拒絶査

定不服審判時に当該事業項目を既に削除していた場合は、商標法第19条第4項を適用

しないことが認められるか。 

A：認められない。商標登録出願時の出願人の事業状態を基準とすべきであり、商

標登録出願の提出後に出願人が「商標代理」関連項目を削除または変更した場合でも、

拒絶査定不服審判においては、なお商標法第19条第4項に違反すると判断される。 
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例： 

本願商標：  

指定使用役務項目：広告、ならびに小売目的で通信媒体上に商品を展示することなど 

主な証拠：出願人の新たな営業許可証、変更情報など。 

審理の要点：出願人の変更後の事業範囲からは「商標代理」項目が削除されているが、出願人

が商標登録出願を行った時点において、その事業範囲には商標代理項目が含まれており、商標法

第19条にいう商標代理機構に該当する。商標代理機構は、その代理サービスについて本願商標を

登録出願する場合を除き、他の商標の登録出願を行うことはできない。したがって、出願人が企

業の事業範囲を変更したとしても、本願商標の出願が同条に違反していないと認めることはでき

ない。 

Q23：本願商標は商標代理機構によって登録出願が提出されたが、出願過程におい

て非商標代理機構に譲渡された場合は、商標法第19条第4項に違反しないと認められ

るか。 

A：認められない。本願商標の譲渡・譲受の当事者が双方とも商標代理機構でない

場合に限り、拒絶査定不服審判の請求人は、挙証を通じて商標法第19条第4項に違反

していないことを立証できる。本願商標に譲渡が生じた場合、請求人は、本願商標の

登録出願時から拒絶査定不服審判の審理時までにおいて、譲渡・譲受主体の事業範囲

に「商標代理」「知的財産権代理」「商標代理サービス」「商標登録手続きの代行」

「商標登録証書代行サービス」「専利・商標の申告」「知的財産権の申告」「知的財

産権の出願」など、他人の委託を受け、委託人の名義で商標登録手続きを行うなどの

商標代理の意味合いを指し示す事業項目が含まれていないことを立証するため、譲

渡・譲受主体の営業許可証などを提出しなければならない。 

例： 

本願商標：  

主な証拠：当初の出願人である天津XX科技発展有限公司と譲受人である天津XX網絡有限公司の

営業許可証 

審理の要点：本願商標の当初の出願人である譲渡人と譲受人は、いずれも本願商標出願日前に

法に基づき事業範囲を変更して「知的財産権代理」事業を削除している。したがって、本願商標

の登録出願の時点において、両社はいずれも商標法第19条第4項に規定する「商標代理機構」には
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該当しない。 

Q24：商標法第19条第4項に規定する商標代理機構が登録出願できる「代理サービス」

とは、具体的にどのようなサービス項目を指すのか。 

A：商標代理機構は、「類似商品及び役務区分表」の類似群コード4506の役務にお

いて商標登録を出願する場合に限り、商標法第19条第4項の規定に違反しないと判断

される。 

例： 

本願商標：  

主な証拠：工商変更登記証明書、本願商標の使用証拠

 

審理の要点：本事案の出願商標は指定使用役務が類似群コード4506のサービスであることから、

出願人が商標代理機構に該当する場合であっても、知的財産権代理などの関連サービスにおいて

商標登録を出願することは、商標法第19条第4項の禁止規定に違反しない。 

Q25：拒絶査定不服審判において、商標法第22条が問題となるのは主にどのような

場合を指すのか。 

A：商標法第22条第1項は、商品区分および商品名称の記載について、規定の商品分

類表に従わなければならないと定めている。同項は、拒絶査定不服審判において、主

にマドリッド協定議定書に基づく国際登録の領域指定延伸が中国での保護を求める場

合に問題となる。国内出願において商品・役務分類に不備がある場合、通常、形式審

査の段階で補正により解消され、または受理されないため、実体審査において拒絶さ

れ、拒絶査定不服審判に至ることはない。商標法第22条を適用して拒絶された国際登

録商標の拒絶査定不服審判においては、商品・役務には主に以下の問題が存在する。 

1.中国の商品・役務区分の要件に適合しない。例えば商品・役務名称の用語が不明

瞭で区分が困難、または具体性に欠ける。「医薬品（pharmaceuticals）」は中国で

は認められず、人用か獣医用かを明記しなければならない。 

2.中国で現在認められている商品・役務の範囲を超えている。例えば、第35類の小
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売・卸売役務、第28類の博彩（カジノとも訳される）用品、第41類の博彩（カジノと

も訳される）役務、ならびに仮想商品・一部の仮想役務1、または非代替性トークン

（NFT）に関連する商品・役務など。 

Q26：商標法第22条を適用して拒絶された国際登録商標について、拒絶査定不服審

判請求を行う際、どのようにすればよいのか。どのような証拠を提出すべきか。 

 A：国際登録出願人が、拒絶された商品・役務について、中国の商品・役務区分の

要件に適合するよう限定修正を希望する場合は、以下の手続きをとることができる。     

（1）WIPO国際事務局に対し、減縮・抹消などの国際登録の事後手続を申請する。 

（2）商標局に対し、拒絶査定不服審判の審理中止を申請する。その際、WIPO国際事

務局に減縮・抹消などの事後手続を既に申請済みである旨を理由とし、相応の証拠を

提出する。 

（3）WIPO国際事務局が申請人の国際登録の事後手続申請を受領した旨を商標局に通

知し、商標局が申請人の当該申請に対して審査し結論を下した後、当該拒絶査定不服

審判の審理再開を申請する。 

国際登録出願人が一部の商品・役務についてのみ不服審判を請求し、その他の中国

の商品・役務区分要件に適合しない商品・役務について請求を放棄する場合は、拒絶

査定不服請求書において、その旨を具体的に明記しなければならない。 

1.登録の減縮・抹消は国際登録の事後手続に該当するため、国際登録の申請人は

WIPO国際事務局に申請する。 

減縮・抹消は、単に一部の商品・役務を削除するだけでなく、商品・役務の記載内

容を変更する、いわゆる限定修正を行うことができる。減縮後の商品・役務は、当該

国際登録商標の当初の商品・役務範囲を超えてはならず、また中国で現在認められて

いない商品・役務項目を追加することもできない。 

申請人は、WIPO国際事務局に事後手続を実際に申請したことを証明する証拠を提出

しなければならず、また、商標局に対し拒絶査定不服審判の審理中止を申請すること

 
1当局は新分野・新業態の発展を継続的に注視し、商品・役務区分の研究を強化することで、新分野・新業態にお

ける商標登録ニーズに迅速に対応し、商品・役務項目の受容範囲を拡大している。出願人の便宜を図るため、当局

は新産業・新業態に係る商品・役務項目を継続的に公表しており、現在公表済みの受容可能な仮想役務には以下の

ものが含まれる。3503 仮想環境内におけるプロダクトプレイスメントを通じた他者のためのマーケティング、

3802 仮想環境内におけるチャットルームの提供、3802 業務協働のための仮想現実ベースのオンラインフォーラム

の提供、 4105 娯楽目的の仮想環境内における旅行シミュレーション役務の提供、4105 仮想環境内における娯楽

役務の提供、4220 仮想環境のホスティング、4220 業務協働のための仮想現実ベースのソフトウェアプラットフォ

ームのホスティング。 



2026年1月JETRO北京事務所仮訳 

ができる。WIPO国際事務局は当該申請を受領した後、商標局に通知し、商標局が申請

人の当該申請について審査し結論を下した後、拒絶査定不服審査の審理が再開される。 

例1： 

拒絶理由：「スマートウォッチ」という商品・役務は、用語が不明瞭で区分できないため、中

国では認められない。第9類として維持する必要がある場合は、「スマートウォッチ（データ処

理）」と再表示しなければならない。また、「眼鏡製品」という商品・役務も中国では認められ

ない。 

主な証拠：限定申請の承認通知書、商標登録原簿およびその翻訳文など 

 
 

審理の要点：不服審判における審理の結果、以下の点が明らかになった。請求人が提出した国

際登録の商品・役務減縮申請は、当局の承認を経て、減縮後の商品・役務の内容が「眼鏡用スト

ラップ、眼鏡レンズ、サングラス用レンズ、眼鏡用パッド、スポーツ用眼鏡製品、スポーツ用ゴ

ーグル、スマートウォッチ（データ処理）」となった。本願商標指定使用の不服審判対象の商

品・役務は、現在の中国の商標登録出願における商品・役務名称の規定に適合しているため、本

願商標の登録出願は商標法第22条に違反しない。 

例2： 

拒絶理由：中国ではトークン関連商品・役務における商標登録は認められないため、出願人に

よる第9類「Downloadable image files containing artwork authenticated by non-fungible 
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tokens（NFTs）（非代替性トークン（NFT）によって認証された芸術作品を含むダウンロード可能

な画像ファイル）」の商品・役務における登録出願を拒絶する。 

主な証拠：減縮申請書（Limitation） 

 

審理の要点：商標局は請求人の商品・役務に関する減縮申請を承認した。したがって、本願商

標の登録は商標法第22条の規定に違反しない。 

例3： 

拒絶理由：トークンに関連する商品・役務は、中国において認められない項目であり、小売、

卸売および関連役務も、中国において認められない項目である。 

 主な証拠：限定申請後の商品・役務の登録簿情報 
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審理の要点： 

一．申請人が商標局に減縮申請書を提出し、商標局が申請人の第9類商品・役務に対する減縮申

請を承認した。したがって、本願商標の第9類商品・役務における登録は、商標法第22条に違反し

ない。 

二．第35類に対して申請人が提出した限定申請は、原指定役務の範囲を拡大するものであった

ため、申請人による第35類役務に係る国際登録の減縮申請は無効とされた。したがって、本願商

標の第35類における領域指定延伸による保護の申請は、依然として小売および関連役務が中国に

おける商標登録で認められない場合に該当することから、本願商標の上記役務における領域指定

延伸による保護の申請は、商標法第22条に違反する。 

2.放棄する場合、申請人が別途証拠を提出する必要はなく、当該放棄された商品・

役務について商標局の拒絶決定が既に発効したものとみなされる。 

例： 

拒絶理由：中国では商標登録分野において、小売、卸売および関連役務が認められていない。 

審理の要点：申請人が「世界的なコンピュータネットワークを通じた旅行者向けの国際通信デ

ータ通信量の小売および卸売役務の提供。店舗および世界的なコンピュータネットワークを通じ

たSIMカード、メモリーカード、テレホンカード、キャッシュカード、プリペイドテレホンカード、

ICチップカード、国際データ通信量付きSIMカードおよびeSIMカードなどの各種カードの小売およ

び卸売役務の提供」に係る登録出願を放棄した。したがって、本願商標の登録は「商標法」第22

条に違反しない。 

Q27：商標法第30条および第31条に該当しないことを立証する証拠には、どのよう

なものがあるか。 

A：商標の類似性と商品・役務の類似性は、商標法第30条および第31条を成立させ

るための2つの要件であり、商標の権利状態や商品・役務の事実状態に変化が生じれ

ば、いずれも混同を生じさせる基礎が消滅することになる。請求人は混同を生じさせ

る基礎が既に存在しないことを証明するため、以下の証拠を提出することができる。 

1.本願商標に係る優先権の享受 

申請人が優先権を主張する場合は、商標登録出願時に書面による申立てを行い、か

つ3か月以内に1回目に提出した商標登録出願書類の副本を提出しなければならない。 

例： 

本願商標は、2022年8月26日に商標局に登録出願されたが、引用商標（出願日2022年5月26日）

との間に商標法第30条の状況を構成するとして拒絶された。申請人は拒絶査定不服審判手続にお

いて、優先権を享受する証拠資料を提出することができる。 

主な証拠：本願商標の優先権日を示すオーストラリア知的財産庁が発行した商標受理通知書お
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よびその中国語翻訳文 

          

 

 

審理の要点：本願商標は優先権を享受しており、その優先権日である2022年2月28日は引用商標

の出願日である2022年5月26日より前であるため、引用商標は本願商標の先行権利上の障害を構成

しない。 

2.商品・役務の非類似 

（1）申請人が一部の商品・役務について不服審判請求を自ら放棄することにより、

商品・役務が非類似となる。 

（2）現行の「類似商品及び役務区分表」に基づいた結果、商品・役務が非類似と

なる。 

例： 
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本願商標：（2024年登録出願） 

 

 
引用商標（1982年登録出願） 

指定商品：医用ヨモギ、中薬剤（生薬）、医用

硬膏、水剤、泥敷剤、膏剤、艾巻（もぐさ

棒）、貼付剤（パッチ剤） 

指定商品：オブラート 

拒絶理由：本願商標の指定使用商品である「医用ヨモギ、中薬剤（生薬）、医用硬膏、水剤、

泥敷剤、膏剤、艾巻（もぐさ棒）、貼付剤（パッチ剤）」（第0501類似群）と、引用商標の指定

商品「オブラート」（第0501類似群）は類似商品に該当する。したがって、本願商標は引用商標

との間に商標法第30条に規定する状況を構成するため、本願商標の登録出願は拒絶された。 

主な証拠：「類似商品及び役務区分表（最新版）」（「食用ライスペーパー」が第3009類似群

に分類されている） 

審理の要点：商標拒絶査定不服審判において、同一または類似の商品・役務の認定は、引用商

標の登録出願時の区分表ではなく、現行版の区分表を参照すべきである。したがって、審理時の

区分表を参照すると、本件出願商標の指定使用商品である「医用ヨモギ、中薬剤（生薬）、医用

硬膏、水剤、泥敷剤、膏剤、艾巻（もぐさ棒）、貼付剤（パッチ剤）」（第0501類似群）と、引

用商標が使用を認められている「オブラート」商品（第3009類似群）は類似商品に該当しない。 

（3） 国内出願商標については、商品・役務を減縮した後、商品・役務は非類似と

なる。マドリッド協定議定書に基づく国際登録商標（以下、マドプロ国際登録商標）

については、商標・役務の一部抹消または減縮を行った後、商品・役務は非類似とな

る。 

申請人は、関連する審判請求書および理由書を提出し、商標局に対し商品・役務の

減縮を申請したこと、または世界知的所有権機関（WIPO）に対し商品・役務の一部抹

消もしくは減縮を申請したことを通知しなければならない。商標局により承認されれ

ば、本願商標と引用商標の指定商品・役務は類似商品・役務を構成しなくなる。上記

の申請が商標局により既に承認されている場合、申請人は商品・役務減縮承認通知書、

本願商標の最新の商標登録簿などの証拠も提出することができる。 

例1： 

本願商標：  

拒絶理由：本願商標と引用商標が商標法第30条の状況を構成するため、本願商標の登録出願は

拒絶された。 

主な証拠： 
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1. 商品・役務項目減縮申請書 

2. 商品・役務項目減縮申請承認通知書  

         

審理の要点：請求人が商標局に対し商品減縮申請を行い、承認を経て、本願商標の第30類「コ

ーヒー飲料、コーヒー用調味料、ミルク入りコーヒー飲料、コーヒー製飲料、チョコレート飲料」

に係る出願を減縮した。したがって、本願商標指定使用の他の商品は、引用商標の指定商品と類

似商品を構成しない。 

例2： 

本願商標：  

商標の種類：マドプロ国際登録商標 

拒絶理由：本願商標は引用商標との間に商標法第30条の状況を構成するため、本願商標の第6類

「チタンまたはチタン合金、チタン合金製金属板、金属製管（チタン合金製）」などに係る全指

定商品について、中国における領域指定延伸による保護の申請は拒絶された。 

主な証拠：中国商標網における本願商標の最新の詳細情報画面
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審理の要点：請求人がWIPOに対し商品減縮申請を行い、商標局の承認を得て、本願商標の第6類

における「チタンまたはチタン合金」を除く指定商品を減縮した。したがって、本願商標は引用

商標の指定商品との間に類似性を構成しない。 

（4） 引用商標の一部商品・役務における権利の消滅により、商品・役務が非類似

となる。例えば、引用商標の商品・役務の減縮もしくは一部抹消、または引用商標の

登録出願の一部拒絶、登録の一部不承認、登録の一部取消、一部無効宣告などが該当

する。 

3.引用商標の権利消滅には、引用商標の登録出願の拒絶、登録の不承認、登録の取

消、無効宣告、ならびに登録出願の取り下げ、抹消、更新未了による失効、または国

際登録の放棄による権利消滅などの状況が含まれる。 

4.商標（本願商標および引用商標を含む）が変更または譲渡により、同一権利者の

所有になる。 

上述の2の（3）（4）、3、4に該当する場合、請求人は速やかに権利状態に変化が

生じた商標登録番号と、それが本願商標に及ぼす影響などの具体的な状況を書面で説

明しなければならない。 

Q28：拒絶査定不服審判において、本願商標が実際の使用において引用商標との間

に出所の混同を容易に生じさせないことを証明する証拠を提出することは可能か。 

A：通常は不可能だが、歴史的文献、主流の公的メディアによる報道、行政文書な

どの証拠により、本願商標が歴史的経緯から申請人と一義的な対応関係を形成し、幅

広く安定した関連公衆を有しており、実際の使用において引用商標との間に出所の混

同を生じる可能性が低いことが十分に証明できる場合は、商標法第30条および第31条
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に該当しないと認定することができる。 

例： 

 

主な証拠： 

1. 申請人の創立100周年に関する報道「光明日報」（2021年9月25日） 

2. 中華人民共和国衛生部、中国人民解放軍総後勤部、総財務部「協和医学院の移管手続き及び

供給関係に関する共同通知」（1956年9月10日） 

3. 中華人民共和国衛生部「中国協和医学院と中国医学院の2機関合併に関する通知」（1957年11

月29日） 

4. 中華人民共和国教育部「中国協和医科大学名称変更の承認に関する通知」（教発函【2006】

322号） 

5. 雑誌「中国研究生（2018年増刊号）」に掲載された「教育部学位・研究生教育発展センター

全国第四回学科評価結果」上、申請人が基礎医学分野においてA+評価（北京大学と同列）を取得 

審理の要点：申請人は中国でも歴史ある医療機関であり、本願商標は申請人の名義と一致し、

かつ一義的な対応関係を有する。したがって、本願商標が実際の使用において、引用商標との間

に、関連公衆に商品の出所の混同を生じさせる可能性は低い。 

例： 

 

主な証拠： 

1. 請求人の受賞証明資料の一部およびメディア報道資料 

2. 請求人の知的財産管理システム認証書 

3. 請求人の企業信用情報公示報告書 

4.（2017）京73行初2378号北京知識産権法院行政判決書（既に発効） 

審理の要点：（2017）京73行初2378号行政判決書では、本事案の請求人である石家庄四薬有限

引用商標 本願商標 

引用商標 本願商標 
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公司と引用商標権者である石薬控股集団有限公司との間に、比較的複雑な歴史的経緯と承継関係

が存在することが認定されている。請求人が提出した証拠は、商標「石四薬」がその宣伝と使用

によって比較的高い知名度を取得し、申請人自身も数多くの賞を受賞し、「石四薬」商標との対

応関係が絶えず強化されていることを十分に証明している。また、一般の状況下で、医薬品の包

装箱上に関連する製薬会社または機関の名称が表示されており、また本願商標登録の使用指定商

品である人用医薬品、原薬などの商品は製造、販売、使用などの各段階で、いずれも関連公衆か

ら比較的高い注意が払われるものである。したがって、客観的な歴史的要因、既に形成されてい

る市場構造および商業慣行を総合的に考慮すれば、本願商標が実際の使用において、各引用商標

との間で関連公衆に商品の出所の混同を生じさせる可能性は低い。 

Q29：事案の審理中止を申請するには、どのような証拠を提出する必要があるのか。 

A：請求人が事案の審理中止を申請する場合は、不服審判の請求日から3か月以内に、

明確な書面による請求を行い、引用商標の登録番号、係属中の手続き、本願商標に生

じる影響などの具体的な状況を説明しなければならない。また、引用商標の権利状態

が確定した後は、請求人は速やかに審理再開の書面請求を行い、相応の証拠を添えて

提出しなければならない。 

 

 

出所：商標網ウェブサイト（2025年12月31日） 

https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/zcwj/202512/t20251231_37000.html 

 

 

※本資料はジェトロが作成した仮訳となります。ジェトロでは情報・データ・解釈などをでき

る限り正確 に記載するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性につい

てジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。 
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